
岩手県収用委員会告示第４号 

 土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により次のとおり収用及び使用の裁決手続の開始を決定したので、公告

する。 

  平成28年２月23日 

岩手県収用委員会      

会長 八木橋 伸 之  

１ 起業者の名称 国土交通大臣 

２ 事業の種類 一般国道45号改築工事（三陸縦貫自動車道・岩手県下閉伊郡山田町山田第14地割地内から宮古市金浜第３地割地

内まで及び同市八木沢第３地割地内から同市田老字向新田地内まで）並びにこれに伴う県道、市道、町道、農業用道路及び普通

河川付替工事 

３ 裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目、地積等 

土地の

所在 
地 番 地 目 

土地登記

簿の地積 
実測地積 

収用しようとす

る土地の面積 

使用しようとす

る土地の面積 

実地の

状況 
備 考 

岩手県

宮古市

津軽石

第６地

割 

15番１ 畑 575㎡ 575.06㎡ 513.07㎡ 5.20㎡ 山林 
別図１に①及び⑳として赤色又

は緑色で表示する部分 

16番１ 畑 1,873㎡ 1,874.87㎡ 1,240.14㎡ 
16.92㎡ 

原野 
別図４に②、㉑及び㉒として赤

色又は緑色で表示する部分 16.72㎡ 

17番 畑 316㎡ 316.89㎡ 249.06㎡ 2.45㎡ 原野 
別図４に③及び㉓として赤色又

は緑色で表示する部分 

19番 山林 389㎡ 389.06㎡ 274.32㎡ 10.80㎡ 山林 
別図１に④及び㉔として赤色又

は緑色で表示する部分 

20番１ 畑 2,638㎡ 

338.54㎡ － － 畑 

別図４に⑤、㉕及び㉖として赤

色又は緑色で表示する部分 

1,832.88㎡ 1,716.60㎡ 16.55㎡ 原野 

466.59㎡ － 
7.63㎡ 

山林 
16.82㎡ 

24番１ 山林 44,372㎡ 
広大地のた

め実測せず 
484.44㎡ 

3.90㎡ 
山林 

別図４に⑥、㉗及び㉘として赤

色又は緑色で表示する部分 3.28㎡ 

岩手県

宮古市

津軽石

第19地

割 

70番 山林 5,799㎡ 

55.24㎡ － － 畑 

別図２に⑦、㉙、㉚及び㉛とし

て赤色又は緑色で表示する部分 
広大地のた

め実測せず 
1,221.01㎡ 

7.42㎡ 
山林・

私道 
12.49㎡ 

1.54㎡ 

74番 山林 825㎡ 
637.45㎡ 4.10㎡ 7.30㎡ 畑 別図２に⑧及び㉜として赤色又

は緑色で表示する部分 187.68㎡ 85.42㎡ 6.41㎡ 山林 

79番 山林 5,737㎡ 
広大地のた

め実測せず 
585.21㎡ 

0.06㎡ 山林・

私道 

別図５に⑨、㉝及び㉞として赤

色又は緑色で表示する部分 12.32㎡ 

79番２ 山林 1,020㎡ 
広大地のた

め実測せず 
172.68㎡ 

3.14㎡ 
山林 

別図２に⑩、㉟及び㊱として赤

色又は緑色で表示する部分 0.58㎡ 

157番１ 原野 6,391㎡ 
広大地のた

め実測せず 
2.92㎡ 1.93㎡ 原野 

別図６に⑪及び㊲として赤色又

は緑色で表示する部分 

159番 原野 1,780㎡ 1,780.15㎡ 1,082.38㎡ 22.58㎡ 原野 別図６に⑫及び㊳として赤色又



は緑色で表示する部分 

160番１ 原野 6,911㎡ 6,910.90㎡ 2,506.36㎡ 

12.65㎡ 

原野 
別図６に⑬、㊴、㊵及び㊶とし

て赤色又は緑色で表示する部分 
5.17㎡ 

5.75㎡ 

160番２ 原野 59㎡ 59.46㎡ 59.46㎡ － 原野 
別図３に⑭として赤色で表示す

る部分 

161番 山林 1,696㎡ 1,696.81㎡ 702.81㎡ 
9.23㎡ 

山林 
別図３に⑮、㊷及び㊸として赤

色又は緑色で表示する部分 12.91㎡ 

163番２ 山林 23,585㎡ 
広大地のた

め実測せず 
1,519.74㎡ 

0.08㎡ 

山林 
別図３に⑯、㊹、㊺及び㊻とし

て赤色又は緑色で表示する部分 
5.80㎡ 

3,222.43㎡ 

164番１ 原野 2,390㎡ 
広大地のた

め実測せず 
94.92㎡ 7.45㎡ 原野 

別図６に⑰及び㊼として赤色又

は緑色で表示する部分 

164番２ 
公衆用

道路 
541㎡ 

狭長地のた

め実測せず 
53.40㎡ 3.58㎡ 

公衆用

道路 

別図６に⑱及び㊽として赤色又

は緑色で表示する部分 

 164番３ 山林 195㎡ 195.97㎡ 2.95㎡ 1.04㎡ 雑種地 
別図６に⑲及び㊾として赤色又

は緑色で表示する部分 

４ 土地所有者の氏名及び住所 別紙１のとおり。 

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類 別紙２のとおり。 

６ 裁決手続の開始を決定した年月日 平成28年２月16日 

備考 「別図」及び「別紙」は、省略し、岩手県収用委員会事務局に備えておいて縦覧に供する。 
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